
〇上水道の基本料金２ヶ月分を免除

市内の一般家庭、 事業所の水道利用について、 ２月、 ３月請

求の上水道料金のうち基本料金を免除します。

・ 対象者 ： 上水道利用者

・ 支援時期 ： ２月、 ３月の請求分

・ 金額 ： 上水道料金のうち基本料金分

・ 申請 ： 特段の手続きは不要 （上水道基本

料金を免除して上水道料金を請求します）

＜参考＞

口径 13 ㎜の場合…1,496 円の免除

口径 20 ㎜の場合…2,156 円の免除

・ 問合先 ： 水道総務課　電話番号 ： 054-624-0111

〇就学援助を受けている小 ・ 中学生の学校春季休業期間の
昼食費支援

経済的理由によって就学援助費支給認定を受けている小中学生の保護者に対し、

学校給食が提供されない春季休業期間における昼食費支援金を支給します。

・ 対象 ： 令和８年２月１日において、 焼津市内に住所を有し、 焼津市就学援助費支給認定を受け

ている小 ・ 中学生の保護者 （要保護認定の方を除く）

・ 金額 ： 対象となる小中学生 1 人あたり 1 万円

・ 手続方法 ： ○○○○

・ 支給時期 ： 令和 8 年 3 月中旬

・ 問合先 ： 教育総務課　電話番号 ： 054-625-8156

○学校給食食材の高騰対応

学校給食の食材費高騰が続く中、 保護者の負担が増えることのないよう、 児童及び生徒分の物価高

騰による給食費の上昇分を市が負担します。 これにより、 子育て世帯の負担軽減を図ります。

・ 問合先 ： 学校給食課　電話番号 ： 054-624-6660
○物価高対応子育て応援手当の支給

こども１人当たり２万円 （１回限り） を支給します。

・ 対　象 ： ①令和７年９月分 （９月に出生したこどもについては 10 月分） の児童手当の対象となったこども

②令和７年 10 月１日から令和８年３月 31 日までに出生したこども

・ 受取人 ： 対象のこどもを養育する父母等

・ 手続方法 ： 原則、 手続きは不要です。 令和７年 10 月１日以降に出生したこどもの保護者や公務員等は手続きが必要 で

す。 詳細は市ホームページ、 広報やいづ２月号等でお知らせします。

・ 支給時期 ： 令和８年２月から順次支給予定

・ 支給方法 ： 原則、 令和７年 10 月支給時の児童手当受給口座に振込みます。

・ 問合先 ： 子育て支援課　電話番号 ： 054-626-1137
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一人当たり5,000円分
75歳以上と住民税非課税者は7,000円分

市オリジナル市オリジナル商品券商品券をを配布配布

全市民に全市民に
紙紙ででお届けお届け

市民生活を守る支援
その他の物価高騰対策

　ダミー原稿は後日。 ダミー原稿は後日。 ダミー原稿は後日。

ダミー原稿は後日。 ダミー原稿は後日。 　ダミー原稿は後日。

ダミー原稿は後日。 ダミー原稿は後日。

　市民皆様の生活を安心して支えることができるよう、 市内登録店舗で利用できるオリジナル商品券を市

民全員に配布します。 使用用途を限定しないことで、誰でも使いやすい商品券を配布させていただきます。

　※市では 「お米券」 の配布を実施しません。

　 ・ 対象 ： 市民　※令和８年１月１日現在住民登録のある方

（予定）

　 ・ 配布時期 ： ３月中に配布開始予定

　 ・ 金額 ： １人当たり 5,000 円

　 ・ 商品券利用店舗 ： 市内参加店舗

さらに、 高齢者、 住民税非課税所得者については支援を

強化します。

・ 対象 ： 75 歳以上の高齢者

　　　　19 歳未満を除く住民税非課税者

・ 金額 ： １人当たり 7,000 円

　　　　　※オリジナル商品券を配布する際に、 5,000 円分

に 2,000 円分を加算して配布する予定です。

　※�配布方法や対象者の詳細につきましては現在検討中で

す。 詳細が決定したら、 「広報やいづ」 や市ホームペー

ジ、 市公式ＬＩＮＥなどでお知らせします。

問合先 ： 政策企画課　　　電話番号 ： 054-626-2141

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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求の上水道料金のうち基本料金を免除します。
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・ 支援時期 ： ２月、 ３月の請求分
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口径 13 ㎜の場合…1,496 円の免除

口径 20 ㎜の場合…2,156 円の免除

・ 問合先 ： 水道総務課　電話番号 ： 054-624-0111

〇就学援助を受けている小 ・ 中学生の学校春季休業期間の
昼食費支援

経済的理由によって就学援助費支給認定を受けている小中学生の保護者に対し、
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ている小 ・ 中学生の保護者 （要保護認定の方を除く）

・ 金額 ： 対象となる小中学生 1 人あたり 1 万円

・ 手続方法 ： ○○○○

・ 支給時期 ： 令和 8 年 3 月中旬

・ 問合先 ： 教育総務課　電話番号 ： 054-625-8156

○学校給食食材の高騰対応

学校給食の食材費高騰が続く中、 保護者の負担が増えることのないよう、 児童及び生徒分の物価高

騰による給食費の上昇分を市が負担します。 これにより、 子育て世帯の負担軽減を図ります。

・ 問合先 ： 学校給食課　電話番号 ： 054-624-6660
○物価高対応子育て応援手当の支給

こども１人当たり２万円 （１回限り） を支給します。

・ 対　象 ： ①令和７年９月分 （９月に出生したこどもについては 10 月分） の児童手当の対象となったこども

②令和７年 10 月１日から令和８年３月 31 日までに出生したこども

・ 受取人 ： 対象のこどもを養育する父母等

・ 手続方法 ： 原則、 手続きは不要です。 令和７年 10 月１日以降に出生したこどもの保護者や公務員等は手続きが必要 で

す。 詳細は市ホームページ、 広報やいづ２月号等でお知らせします。

・ 支給時期 ： 令和８年２月から順次支給予定

・ 支給方法 ： 原則、 令和７年 10 月支給時の児童手当受給口座に振込みます。

・ 問合先 ： 子育て支援課　電話番号 ： 054-626-1137
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　子ども１人当たり２万円（１回限り）を支給します。
◦対象
　①�令和７年９月分（９月に出生した子どもについては10月分）の
児童手当の対象となった子ども

　②令和７年10月１日から令和８年３月31日までに出生した子ども
◦受取人　対象の子どもを養育する父母など
◦手続方法　�原則、手続きは不要です。令和７年10月１日以降に

出生した子どもの保護者や公務員などは手続きが必要
になる場合があります。詳細は市ホームページなどで
お知らせします

◦支給時期　令和８年３月から順次支給予定
◦支給方法　�原則、令和７年10月支給時の児童手当受給口座に振

り込みます
◦問合先　子育て支援課　 626-1137
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市オリジナル商品券を配布

市民生活を守る支援

一人当たり5,000円分
75歳以上と住民税非課税者は7,000円分

全市民に 紙紙 でお届け
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問合先▶▶▶政策企画課　　　電話番号：626-2141

その他の物価高騰対策

　市民生活の下支えとして、市内登録店舗で利用できるオリジナル商品券を市民全員に配布します。
使用用途を限定しないことで、誰でも使いやすい商品券を配布します。
※市では「お米券」の配布を実施しません。

詳しくはこちら

※令和８年１月１日現在住民登録のある人
▶ 対象　焼津市民

▶配布時期　３月中に配布開始予定

▶金額　１人当たり5,000円

▶商品券利用店舗　市内登録店舗

▶対象　�75歳以上の高齢者�

19歳未満を除く住民税非課税者

▶金額　いずれかの対象者に2,000円の追加

さらに、高齢者、住民税非課税者については
支援を強化します。

※配布方法や対象者の詳細につきましては現在検討中です。詳細が決定したら、「広報やいづ」
や市ホームページ、市公式ＬＩＮＥなどでお知らせします。

上水道の基本料金２ヵ月分を免除 「物価高対応子育て応援手当」の支給

就学援助を受けている小・中学生の学校春季休業期間の昼食費支援学校給食食材費の高騰対策

詳しくはこちら 詳しくはこちら

詳しくはこちら詳しくはこちら

　市内の一般家庭、事業所の上水道利用につい
て、２月、３月請求の上水道料金のうち基本料金
を免除します。
◦対象　上水道利用者
◦支援時期　２月、３月の請求分
◦金額　上水道料金のうち基本料金分
◦申請　�特段の手続きは不要（上水道基本料金

を免除して上水道料金を請求します）
＜参考＞

　口径13ミリの場合…1,496円の免除
　口径20ミリの場合…2,156円の免除
◦問合先　水道総務課　 624-0111

　経済的理由によって就学援助費支給認定を受けている小・中学
生の保護者に対し、学校給食が提供されない春季休業期間におけ
る昼食費支援金を支給します。
◦対象　�令和８年２月１日において、焼津市内に住所を有し、焼津

市就学援助費支給認定を受けている小・中学生の保護者
（要保護認定の人を除く）

◦金額　対象となる小・中学生1人当たり1万円
◦申請方法　�現在就学援助の認定を受けている人は、申請の必要

はありません

　学校給食の食材費高騰が続く中、保護者の負
担が増えることのないよう、児童及び生徒分の物
価高騰による給食費の上昇分を市が負担してきま
したが、さらなる食材費などの高騰に対応するた
め、市の負担分を増額し、子育て世帯の負担軽
減を図ります。
◦小学校　1食単価323円のうち67円を市が負担
◦中学校　1食単価407円のうち105円を市が負担
※�保護者負担額は、平成26年度の給食費改定
後、現在まで据え置いています。
◦問合先　学校給食課　 624-6660

新たに就学援助を申請する人は、お子さんが通ってい
る小・中学校に申請してください。１月中に申請し、
２月１日に認定された人が支給対象となります

◦支給時期　3/12(木)（予定）
◦問合先　教育総務課　 625-8156


